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大阪市立総合医療センター医療安全業務指針 

                

                        

１．医療安全管理のための基本的考え方 

大阪市立総合医療センター（以下「当センター」という。）は、医療の専門化・細分化が

進む中、高度医療・救急医療の先端技術を備えた公共性の高い医療機関として、市民の健

康で豊かな生活に大きな役割を果たしてきている。 

市民に最良の医療を提供するためには、市民が安心して医療が受けられる環境を整備す

るとともに、質の高い医療を継続的に提供するため、職員全員が安全管理・感染管理につ

いての必要な知識・技術の向上はもとより、患者の安全確保への高い意識を持つことが重

要である。この業務指針は、当センターの３Ｈ（※）の理念を踏まえ、適切な医療安全管

理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的として制定するものである。 

（※）３Ｈ 

・Heart For Public Service 広く市民に信頼され、地域に貢献する公立病院をめざす。 

・Humane 人間味あふれる温かな医療を実践する病院をめざす。 

・High-Technology 高度な専門医療を提供し、優れた医療人を育成する病院をめざす。 

 

 

２．医療安全管理業務指針の患者等に対する閲覧について 

   本業務指針については、患者及び家族等に対して、その閲覧に供することを原則とし、

総合医療相談窓口に備え付けるなどして、患者等が容易に閲覧できるように配慮する。 

 

 

３．用語の定義 

（１）医療事故 

医療の過程において患者及び医療従事者等に発生した望ましくない事象をいう。医 

   療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。 

（２）医療過誤 

医療事故の一類型で、医療従事者の医療の遂行において、過失があった場合や医療 

の準則に違反して、患者等に被害を発生させた行為をいう。 

（３）医事紛争 

医療に関わって患者等との間で発生したトラブルや苦情の事象をいう。医療事故や 

医療過誤の場合に加えて、それらに該当しない事象も含む。 
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（４）医療安全管理者 

医療安全に関する十分な知識及び技能を有する者として、医療安全管理部を構成する 

職員の中から病院長の指名により選任され、組織横断的に活動し、全部門・全職員に対

し医療安全に関わる介入を行う。当センター全体に係る医療安全管理の企画立案、実行、

評価等の組織横断的な活動に専ら従事する者をいう。 

（５）医療機器安全管理者 

医療機器の安全使用を確保する責任者であり、病院長の指名により選任され、組織横 

断的に活動し、全部門・全職員に対し医療機器の安全使用に関わる介入を行う。 

（６）医薬品安全管理者 

医薬品の安全管理に関わる責任者であり、病院長の指名により選任され、組織横断的

に活動し、全部門・全職員に対し医薬品の安全使用に関わる介入を行う。 

 

４．医療安全管理委員会 

（１）日常業務を行う中で患者に傷害を及ぼさないインシデント報告を収集して、その背後

にある根源的な要因を分析・評価して事故防止策を立てるとともに全職員に周知し、実

践することで重大な医療事故の発生を防止することを目的として設置する。 

（２）委員会の下部組織として、リスクマネジメント検討会を設置する。 

（３）委員会の設置に関する事項については、医療安全管理委員会に関する規約において定

める。 

（４）リスクマネジメント検討会に関する事項については、リスクマネジメント検討会規約

において定める。 

 

５．医療安全委員会 

（１）医療安全に重大な支障をきたす案件や、医療安全管理委員会で検討したインシデント・

アクシデント事例のうち、引き続いて検討が必要な案件、医療行為によって患者に重大

な障害が発生し、病院としての対応が必要と考えられる案件等について、客観的な立場

から調査・分析して原因を究明し、検討結果を踏まえて再発防止策を策定・実践するこ

とで、安全で質の高い医療を提供することを目的として設置する。 

（２）委員会の設置に関する事項については、医療安全委員会に関する規約において定める。 

 

６．院内死亡事例検討会 

（１）院内で死亡した症例において、医療法第 6条の 10に規定する予期せぬ死亡に該当し、

医療事故調査・支援センターへの届出に該当するか否かを検討することを目的とし設置

する。 

（２）委員会の設置に関する事項については、院内死亡事例検討会に関する開催要綱におい

て定める。 
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７．医事紛争委員会 

（１）医事紛争への対応策を決定することを目的として、医事紛争委員会を設置する。 

（２）委員会の設置に関する事項については、医事紛争委員会に関する設置要綱において定

める。 

 

８．医療安全管理部  

（１）多発する有害事象を可能な限り低減させ、医療事故の防止と院内感染対策を実施する

ことにより、信頼される医療の確立を実現させることを目的として、当センターに医療

安全管理部を設置する。 

  （※）有害事象：疾病によるものではなく、医療行為によって引き起こされる傷害で、過誤に起因する場合

としない場合がある。 

（２）医療安全管理部は、医療安全管理者として医師、看護師、医薬品安全管理者として薬

剤師、医療機器安全管理者として臨床工学技士、院内感染管理者として感染管理認定看

護師、医師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員及び病院長が指名する職員で構成する。 

（３）医療安全管理部の役割は、次のとおりとする。 

  ① 医療安全管理委員会の事務局業務 

   ア 医療安全管理委員会の庶務に関すること（開催、運営、記録など）を行う。 

   イ 病棟・外来・手術グループ（Ａ～Ｈグループ）及び職能別代表者を選任し、各部

門からの事例を収集する。 

   ウ 収集した事例を分析して、医療安全管理委員会で対策を策定し、部門及び職員に

周知する。 

   エ 周知した内容は各グループ代表者及び部門別代表者と連携して定期的に各部署を

巡視し、実行されているかどうかを検証する。 

   オ 医療安全に関する最新情報や周知すべき事項を収集して発信する。 

   カ マニュアルやガイドラインの点検・見直しを行う。 

   キ 職員を対象とした医療安全管理研修を企画して実施する。 

  ② 医療安全委員会の事務局業務 

  ③ 院内死亡事例検討会の事務局業務 

  ④ 大阪市民病院機構医療安全管理委員会の事務局業務 

    十三市民病院の医療安全管理委員会との連携を図る。 

⑤ 医療安全管理部に院内感染防止対策室を設置し、「大阪市立総合医療センター院内感

染対策指針」に基づき実施する。 

⑥ 患者重症化防止及び安全対策 RRT：院内救急対応チーム RST：呼吸ケアチーム 

⑦ 医事紛争への対応 

医療安全管理部として見解をだし、医事紛争委員会との連携を図る。 

  ⑧ 医療事故の公表等の対応 総務課、医事課との連携を図る。 
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９．職員の義務 

（１）医療過誤や医療事故が発生したときは、被害を最小限にとどめるための処置を、全職

員が協力して、全力で講ずるとともに、別に定める「医療事故発生時対応マニュアル」

にしたがって、適切な対応をとらなければならない。 

（２）医療事故等の報告 

① 職員は、自らが認識した医療事故やインシデント事例について、運用するインシデ

ント報告システムにより報告しなければならない。 

② 当センターでは、医療事故については、原則として個人の責任のみを問うものでは

なく、当該者を含むチーム全体の問題と捉えており、報告した行為について不利益は

及ばない。 

 

10．総合医療相談窓口の設置 

（１）患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に総合医療相談窓

口を常設する。 

（２）総合医療相談窓口の活動の趣旨、設置場所等について、患者等に明示する。 

（３）総合医療相談窓口の活動に関し、相談に対応する職種、相談の運用、相談依頼書の様

式等に関する運用基準を整備する。 

（４）相談により、患者や家族等が不利益を受けないよう適切に配慮を行う。 

（５）苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理部に報告し、当センタ

ーの安全対策の見直し等に活用する。 

 

 

医療安全管理委員会 

制定 平成 26年 10月１日 

最近改訂 平成 30年 10月 18日 

 


